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訪問介護 ご利⽤料⾦ 

【1】利⽤料⾦が介護保険から給付される場合 

1. 訪問介護サービス利⽤料（要介護１〜５） 

それぞれの訪問介護サービスについて、平常の時間帯（午前８時から午後６時）での、１回の料⾦

は次の通りです。 

区分 サービスに 
要する時間 20 分未満 20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 

１時間半未満 
１時間半以上 

(30 分増す毎に) 

⾝体介護 サービス利⽤に
係る⾃⼰負担額 254 円 402 円 584 円 83 円 

⽣活援助 サービス利⽤に
係る⾃⼰負担額 ‒ 229 円 291 円 ‒ 

初回加算（１ケ⽉につき⾃⼰負担額 200 円） 

緊急時訪問介護加算（１回につき⾃⼰負担額 100 円） 

 

2. 介護予防訪問介護サービス利⽤料（要⽀援 1、要⽀援２） 

介護予防訪問介護サービスについて、料⾦は次の通りです。（⽉単位） 

区分 項⽬ 週１回程度の利⽤ 
【Ⅰ】 

週２回程度の利⽤ 
【Ⅱ】 

週２回を超える利⽤ 
（要⽀援２のみ） 

【Ⅲ】 

⾝体介護 サービス利⽤に係る
⾃⼰負担額 1220 円 2440 円 3870 円 

初回加算（１ケ⽉につき⾃⼰負担額 200 円） 

 

• ⾝体介護から引き続き⽣活援助を⾏った場合、サービス提供時間に基づき 25 分増す毎に利
⽤料 70 円が加算されます。 

• 初回加算：初回の利⽤またはその初回の利⽤⽉内に、サービス提供責任者が指定訪問介護
を⾏った場合に必要となります。（過去 2 か⽉サービス提供を受けていない⽅を含みます） 

• 緊急時訪問介護加算：利⽤者（家族）の⽅からの要請に基づき緊急（居宅サービス計画に
おいて計画されていない場合）に訪問した場合に必要となります（⾝体介護中⼼の場合に
限ります） 

• 中⼭間地域等に居住する者へのサービス提供加算：敦賀市以外のご利⽤者様は所定単位数
の 5％を加算させていただきます。 
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【2】利⽤料⾦の全額をご契約者に負担いただく場合もあります 

 

 

【3】障害者⾃⽴⽀援法による利⽤の場合 

市町村が個別に利⽤者負担限度額を決定します。 

 

 

訪問介護サービスに関する注意事項 

• 「サービスに要する時間」は、そのサービスの実施する為に国で定められた標準的な所要時
間です。 

• 上記サービスの利⽤料⾦は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき
決定されたサービス内容をおこなうために標準的な必要となる時間に基づいて介護給付体系
により計算されます。 

• 平常の時間帯（8 時〜18 時）以外の時間帯でサービスを⾏う場合には、次の割合で利⽤料⾦
が加算されます。割り増し料⾦は、介護保険の⽀給限度額の範囲内であれば、介護保険給付
の対象となります。 
• 夜間（午後６時から午後 10 時まで）：２５％ 
• 早朝（午前６時から午後８時まで） ：２５％ 
• 深夜（午後 10 時から午前６時まで）：５０％ 

• ⼆⼈の訪問介護員でサービスを⾏う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利⽤
料⾦の２倍の料⾦を頂きます。 
• （例）２⼈の訪問介護員でサービスを⾏う場合 
• 体重の重い⽅に対する⼊浴介助等の重介護サービスを⾏う場合 
• 暴⼒⾏為などが⾒られる⽅へサービスを⾏う場合 

 

介護予防訪問介護サービスに関する事項 

介護予防訪問サービスの利⽤料⾦は⽉ごとの定額制となっております。⽉途中から利⽤を開始した

り、⽉途中で終了した場合であっても以下に該当する場合を除いては原則として⽇割り計算は⾏い

ません。 

⽇割り計算に該当する場合： 

① ⽉途中に要介護から要⽀援に変更となった場合 
② ⽉途中に要⽀援から要介護に変更となった場合 
③ 同⼀保険者内での転居等により事業所を変更した場合 



 3 

 

⽉途中、要⽀援度が変更になり⽀給区分に変更が⽣じた場合には⽇割り計算によりそれぞれの単位

に基づいて利⽤料を計算します。 

 

 

訪問介護サービス及び介護予防訪問介護に関する注意事項 

ご契約者がまだ要介護認定⼜は要⽀援認定を受けていない場合には、サービス利⽤料⾦の全額をい

ったんお⽀払いいただきます。 

要⽀援⼜は要介護を受けた後、⾃⼰負担額を除く⾦額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。 

償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を⾏うために必要となる事項を記載した「サービ

ス提供証明書」を交付します。 

介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された給付額にあわせて、ご契約者の負担額を

変更します。 

 


